
川西夏まつり出店募集について 

 

１． 出店コンセプト 

飲食や物産販売など、誰もが楽しめる「かわにしマルシェ」の開催 

 

２． 出店者募集について 

①出店者は、川西町内に住所を有する個人または団体、山形県置賜地方管内の障がい 

者就労施設等とする。 

②募集方法は公募とし、期間は、６月３０日(月)までとする。 

③臨時飲食店営業許可等が必要な食品の販売を行う場合は、出店者において当該営 

業許可を取得する。 

④出店者説明会への出席を義務付ける。 

⑤食品の衛生管理の改善指導等に従わない出店者は、出店を取り消すものとする。 

 

３． 出店募集条件 

別添募集要項のとおり 

 

４． 出店募集スケジュール 

Ｒ７ 内容 備考 

5/21 出店募集要項概要確定  

5/13 

～  

6/30 

出店募集開始 

 

募集締め切り 

・先着順に受理 

・特設ＨＰ募集要項掲載 

【ＦＡＸによる申込み可】 

6/13 町報【出店募集要項掲載】  

7/ 3 出店料納入通知 
・出店に際しての留意事項について 

・請求書等 

7/14 出店料納入期限  

7/14 

出店者説明会 

川西町役場 ３階 大会議室 

（15時～17時） 

・食品衛生研修 

・食品仕入、衛生管理について 

・必要に応じて、個別指導 

・臨時飲食店営業許可申請について 

・出店配置決定（抽選会） 

7/15 町報掲載（出店者数等概要）  

8/ 5 臨時飲食店営業許可証等写の提出期限  

8/10 夏まつり当日  

8/19 出店売上報告期限  

 



川西夏まつり出店募集要項 

 

日   時  令和７年８月１０日（日） 営業時間 午前１１時～午後９時 

 

会   場  ＪＡ山形おきたま本店 駐車場 

 

催   事  特設テント内での飲食物、特産品の販売など 

 【通常出店枠】 

（１）基 本 設 備 １テント仕様 

テント（奥行 2間、幅 3間） 

長机（幅 180㌢）・椅子 各４ 

臨時飲食店営業に必要となる三方包囲（すだれ） 

電源用コンセント２口 【容量上限 1500㍗】 

※基本設備以外の長机・椅子・電源の追加は、有償とする。 

※危険防止のため「発電機」は使用しないこと。 

【追加費用単価】 

◆長 机：単価 ２，０００円 

◆椅 子：単価   ４００円 

◆電 源：単価 ４，０００円（電源用ｺﾝｾﾝﾄ２口【容量上限 1500㍗】） 

 

（２）出店スペース １３テント 

※１店舗あたり２ブースまで申し込み可とするが、利用にあたっては、 

２０，０００円の追加料金を徴収する。 

※出店申し込みが多数の場合は、調整する場合がある。 

 

（３）出 店 料  ２０，０００円/テント 

   ※出店料は、前払い制とする。 

 

 【山形県置賜地方管内障がい者就労施設等 特別出店枠】 

（１）基 本 設 備 １ブース仕様 

テント（奥行 2間、幅 3間）の１／２ 

長机（幅 180㌢）・椅子 各２ 

臨時飲食店営業に必要となる三方包囲（すだれ） 

電源用コンセント２口 【容量上限 1500㍗】 

※基本設備以外の長机・椅子・電源の追加は、有償とする。 

※危険防止のため「発電機」は使用しないこと。 

【追加費用単価】 

◆長 机：単価 ２，０００円 

◆椅 子：単価   ４００円 

◆電 源：単価 ４，０００円（電源用ｺﾝｾﾝﾄ２口【容量上限 1500㍗】） 



（２）出店スペース ２ブース 

※原則、１出店者１ブースとする。 

 

（３）出 店 料  無償 

 

出 店 条 件 

（１）簡易な調理加工を伴う飲食物の販売については、各出店者において臨時飲食店 

営業許可を取得し、その許可証の写しを主催者に提出すること。なお、申請に 

係る費用は出店者負担とする。 

（２）上記、臨時飲食店営業許可の他に必要となる関係法令上の許可・届出等について 

も各出店者において遺漏なきよう許可を受けること。 

（例：漬物製造業届、菓子製造業許可、惣菜製造業許可など） 

（３）主催者が開催する出店者説明会に必ず出席すること。 

（４）食品衛生に十分注意し、食中毒が発生しないよう最大限の注意と設備（冷蔵設備 

等）を準備すること。 

（５）主催者による運営上の要請、食品衛生管理上の指導に誠実に対応すること。 

（６）暴力団等、反社会的組織と関係のある個人・団体でないこと。 

（７）上記に違反すると認められた場合、出店を取り消す場合がある。 

（８）イベント終了後、実行委員会に販売総額を必ず報告すること。 

（９）出店に関する事故又はトラブル等については、出店者の責任とし、誠意をもって 

対応すること。 

（10）出店者都合による出店料の返金は、原則行わない。 

（11）他の出店者等と販売品目等が重複する可能性を承知の上で、出店すること。 

 

出店申込期限 

令和７年６月３０日（月）までに川西夏まつり特設ホームページより申し込むこと。 

  ※山形県置賜地方管内障がい者就労施設等 特別出店枠での出店の場合は、下記担当へ 

   直接問い合わせること。 

 

雨天時の対応 

  雨天時または荒天時は、一部会場が変更または中止となる場合がある。 

中止・縮小に伴う仕入れ品等のいかなる損失についても、主催者では補償しないため、 

了承のうえ出店を検討すること。 

 

その他  出店に関し不明な点については、事務局まで問い合わせのこと。 

 

【川西夏まつり売店運営部事務局】 

 川西町農林課生産振興係    TEL 0238-42-6641  FAX 0238-42-2600 

                e-mail norin@town.kawanishi.yamagata.jp 

 担当 江袋、栗栖 


